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購入申込みから所有権移転までの流れ 

 ①購入申込み

（公有財産

払下げ）の

申請

受付期間 
　随時（土・日祝日を除く。午前８時３０分～午後５時１５分） 
受付場所 
　南砺市総務部行革・施設管理課（南砺市役所４階）

 ②書類審査及

び売却決定

の連絡

市において購入申込み書類等の確認を行い、売却の可否について申込者へ連

絡します。（申請された内容について電話等で確認させていただく場合があり

ます。） 
標準的に要する期間：１週間～２週間程度

 ③契約の締結 ②の売却決定の日から７日以内に売買契約を締結します。 
※契約締結時に売買契約金額の１０％以上の契約保証金の納付が必要です。 
※契約に係る印紙税は物件購入者の負担となります。

 ④売買代金の

納付

契約の締結日から４０日以内に、売買代金から③で納付された契約保証金を

差し引いた金額を納付してください。

 ⑤物件の引き

渡し

売買代金が完納した時に、所有権が移転するものとし、売却物件を引き渡し

ます。

 ⑥所有権移転

登記

所有権の移転登記は、物件の引き渡し後に南砺市が嘱託登記します。 
※登記に係る登録免許税は物件購入者の負担となります。 
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申込み先着順による市有財産（土地）売却のご案内 
 
　この物件の購入を希望される方は、次の各事項をご承知のうえ、お申し込みください。 
 
１　売却物件について 

＊売却物件の詳細は４～５ページの物件調書及び案内図等をご覧ください。 
＊購入申込み前に現地の確認をお願いします。 
 
２　購入申込み資格について 
　（１）購入の申込みができるのは、個人及び法人とします。 
　（２）下記に該当する方は購入申込みできません。 
　　　①契約を締結する能力を有しない者 
　　　②過去２年間の間に市の入札・契約において不正又は妨害等を行った者 
　　　③現年度及び前年度の市税に滞納がある者 
　　　④風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に規定する風俗営業、

同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業及び暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第４号まで及び第６号に該当する

者 
　　　⑤公有財産に関する事務に従事する本市の職員 
　　　⑥その他市長が不適当と認めた者 
 
３　購入申込みに当たって付す条件 
　（１）売却条件 

①敷地内にある工作物（アスファルト舗装及び消雪設備等）を含め、現状有姿での引き渡

しとなります。不要な場合は購入者にて関係法令に従い適正に処分してください。 
②敷地内には上下水道設備は整備されていません。必要とする場合は、隣接の県道砺波・

福光線東側歩道に敷設してある上下水道から延長施工する必要があります。その際は購

入者において道路管理者である富山県（砺波土木センター所管）に承諾を得て頂き、費

用等も購入者において負担をお願いします。 
　（２）用途の制限等 
　　　①本物件の売却にあたっては用途（購入申込み時に提出された利用計画に基づく利用）、期

日（２年以内に上記用途に使用する）、期間（上記用途に５年以上使用する）の指定を行

います。 
　　　②購入者は、本物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に

規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営

業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第５号に規定する指定暴

 物件番号 区分 所在地 地目 面積 売却価格

 
20190007 土地 南砺市遊部 682 番 1 宅地 298.45 ㎡ 5,581,000 円
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力団等の事務所並びにその他周辺施設住民に著しく不安を与える施設の用に供すること

はできません。 
　　　③市長は上記の状況を確認するため、随時に実地調査を行うことができるものとします 

その際、購入者は正当な理由なくして実地調査を拒み、妨げるなどしてはいけません。 
 

４　購入申込みに必要な書類 
　　（１）公有財産払下げ申請書・・・６ページ 
　　（２）誓約書・・・・・・・・・・７ページ 
　　（３）利用計画書・・・・・・・・８ページ 
　　（４）市税納税証明書（直近の２カ年分又は未納がないことの証明書） 
　　　　※南砺市外の方は在住の市町村の証明書 
　　（５）個人の場合は住民票（世帯全員分）、法人の場合は法人登記簿謄本 
　　（６）代理人による申込みの場合は委任状・・・９ページ 
　 
５　購入申込み方法 
　　この物件の購入を希望される方は、購入申込みに必要な書類を南砺市行革・施設管理課（南

砺市役所４階）へお持ちください。（土・日祝日を除く。午前８時３０分～午後５時１５分） 
　　※郵送等による申込みは受付いたしません。 
　 
６　購入者の決定方法 
　　購入申込みに必要な書類を最初に持参した方を買主として決定します。（先着順） 
　　複数人から同時に申込みがあった場合は、抽選により決定します。 
 
７　売買契約の締結について 
　（１）物件購入者と市とは、払下げの決定の日から７日以内（土・日祝日を除く）に売買契約

（Ｐ１０～１１の市標準様式による）を締結します。 

　　　※売買契約締結時に、売買契約金額の１０％以上の契約保証金を納付いただきます。 

（２）売買契約の締結期限までに契約を締結しない場合は、契約の権利は無効となります。 

　（３）売買代金以外に売買契約書に貼付する収入印紙、所有権移転登記に係る登録免許税等、

本契約の締結及び履行に関して必要な費用は物件購入者の負担となります。 
 
【参考：売買代金以外に必要となる費用】 
　①売買契約書（南砺市で保有する分）に貼付する収入印紙：印紙税法に定める額 
　②登録免許税 
　　　　固定資産税課税評価額×（税率）＝登録免許税額 
　　　　※税額は、税率等の変動の場合もあるため、契約時にお知らせします。 
 
８　契約保証金と売買代金の納付 
　（１）契約保証金 

物件購入者には売買契約締結時に、売買契約金額の１０％以上の額の契約保証金を納付
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していただきます。 
＊契約保証金は売買代金の一部に充当します。 

　　（２）売買代金 
売買契約金額から（１）の契約保証金を差し引いた金額を、契約締結日から４０日以内

に納付していただきます。 
　　　＊売買代金を納付期限までに納付しないときは、売買契約を解除します。なお、この場合

契約保証金は還付しません。 
 
９　所有権の移転等について 
　（１）市が売買代金の納付を確認したときに所有権の移転があったものとし、所有権移転登記

手続きを行います。 
　（２）所有権移転登記に必要な費用は物件購入者の負担となります。 
　（３）所有権移転後に発生する公租公課等は物件購入者の負担となります。 
 
１０　問い合わせ先・購入申込み先 

 
 

 〒９３９－１６９２　南砺市荒木１５５０番地 
　南砺市役所　総務部行革・施設管理課　行革推進係 
　電話　０７６３－２３－２０５１ 
　FAX　０７６３－５２－６３３９
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物　件　調　書 

 

 物件番号 20190007

 
所 在 地 　南砺市遊部 682 番 1

 土 地
面積

登記簿 

298.45 ㎡
地目 宅地 形状 公図のとおり

 
建 物

床面

積

１階　 

２階　　　
種類 構造

　　　造 

葺　　　建

 　接 面 道 路 の 

　幅 員 及 び 構 造

　正面道路　県道　砺波・福光線 

　幅員　　約　　１８　ｍ　　

 
法令等 

に基づ

く制限

都市計画法 　区域区分を定めない非線引き都市計画区域

 
建築基準法

用途地域 　用途の指定のない区域

 建ぺい率 　60　％ 容積率 　200　％

 その他の法律 防火地域等 　指定なし

 　私 道 負 担 等 に 

関 す る 事 項
負担の有無 　無 負担の内容

 

供給処理施設の状況

種　　類 事　業　所　名 電 話 番 号

 電　　気 可・済 北陸電力㈱ 0763-22-4100

 上 水 道 要確認 南砺市上下水道課 0763-23-2023

 下 水 道 要確認 南砺市上下水道課 0763-23-2024

 
交 通 機 関

バス 

JR

バス停　　約　　0.1ｋｍ（加越能バス） 

福光駅　　約　　1.2ｋｍ

 

公 共 施 設

市 役 所 　　福光庁舎　　　　　約　　1.4ｋｍ

 小 学 校 　福光東部小学校　　約　　1.8ｋｍ

 中 学 校 　　吉江中学校　　　　約　　1.6ｋｍ

 保 育 園 　　福光東部かがやき保育園　約　1.5ｋｍ

 

参

考

事

項

・現況は駐車場の状況であり、アスファルト舗装及び消雪設備が敷設されています。

 　不要な場合は購入者にて関係法令に従い適正に処分してください。

 ・敷地内には上下水道設備は整備されていません。必要とする場合は隣接の県道

 　砺波・福光線東側歩道に敷設してある上下水道から延長施工する必要があります。

 その際は購入者において道路管理者である富山県（砺波土木センター所管）に

 承諾を得て頂き、費用等も購入者において負担をお願いします。

 
 



- 5 -

物件案内図 
（１）案内図 

 
国土地理院地図（電子国土 Web）を加工 

 
○インターネット地図（GoogleMap）での位置確認は https://goo.gl/maps/QQ24zMAPYxR2 
からご確認いただけます。 

 
（２）写真 

 

 

 上空からの物件写真 前面道路から撮影

物件所在地
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公有財産払下げ申請書 

　　　年　　月　　日 

 

（宛先）南砺市長 

 

申請者　　住所 

　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　㊞　 

　　　　　電話番号 

 

　下記の公有財産について払下げを希望しますので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１．払下げ物件の表示 

　物件番号 20190007 

 

２．払下げ希望価格 

　　　　　　　　　　　５，５８１，０００円 

 

３．払下げの理由 

　　別紙利用計画書のとおり 

 

４．添付書類 

　（１）誓約書 

　（２）利用計画書 

　（３）市税納税証明書（直近の２カ年分又は未納がないことの証明書） 
　（４）個人の場合は住民票（世帯全員分）、法人の場合は法人登記簿謄本 

　（５）代理人による申込みの場合は委任状 

　（６）その他 

 

 種目 所在 地番 地目 面積㎡ 使用目的

 
土地 南砺市遊部 682 番 1 宅地 298.45

別紙利用計画書の

とおり
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誓　　約　　書 

 

　　年　　月　　日 

 

（宛先）南砺市長 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　   　　　　　　　　　○印  

 

  私は、南砺市が実施する市有財産の売却（申込み先着順）の申込みに当たり、下記の事項

を誓約します。 

 

１　契約を締結する能力を有しない者（成年被後見人、被補佐人、契約の締結に関し同意権

付与の審判を受けた被補助人及び営業の許可を受けていない未成年者）及び破産者で復権

を得ない者ではありません。 

２　過去２年間、地方自治法施行令第１６７条の４第２項第１号から６号までの規定に該当 

したことはありません。 

３　現年度及び前年度の市税に滞納はありません。 

４　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２ 

条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに 

類する営業及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第２号から第４号まで及び第６号に該当する者ではありません。 

５　市有財産を購入したときは、これを前項に該当する者に譲渡又は貸与することはありま 

せん。 

６　購入に対し、物件、主な売買条件、説明等全て承知の上参加しますので、後日これらの

事柄について南砺市に対し一切の異議及び苦情を申し立てません。 

 

 

 （参考）地方自治法施行令　第１６７条の４第２項 

１号　契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しく 

は数に関して不正の行為をした者 

２号　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立 

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者　　 

３号　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

４号　地方自治法２３４条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の

職務の執行を妨げた者 

５号　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

６号　前各号の一に該当する事実があつた後二年を経過しない者を契約の履行に当たり代 

理人、支配人その他の使用人として使用した者

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%91%e6%93%f1%95%53%8e%4f%8f%5c%8e%6c%8f%f0%82%cc%93%f1%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000023400200000001000000000000000000
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利　用　計　画　書 

処分物件を取得したときは、上記利用計画に基づいて当該処分物件を使用します。 

 

 

 

　　年　　月　　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　   　　　　　　　　　○印  

 

 

 

 
利
用
計
画

 

建
物
概
要

建築面積 ㎡ 着工予定日

 
延床面積 ㎡ 完成予定日

 
構　　造 建　築　費 円

 

資
金
計
画

自己資金内容

 
借入れ計画

 

備
考
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委　　任　　状 

 

代理人　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

　　私は、上記の者をもって代理人と定め、下記市有財産の購入申込みに関する一切の権

限を委任します。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代理人使用印　 

 

記 

 

　物件番号　20190007　 

　　　　土地 

　　　　　所在地　　南砺市遊部 682 番 1　　 

　　　　　面　積　　　　298.45 ㎡　　（登記簿） 

　　　　建物 

　　　　　種　類　　　　　　　　　　 

　　　　　構　造　　　　　　造　　　　葺　　　　建　 

　　　　　床面積　　　　１階　　　㎡　　２階　　　㎡ 

 

　　年　　月　　日　 

　　　　　　　　　　　申込人（委任者）　住所　　　　　　　　　　　　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　○印　 

 

（宛先）南砺市長　 

 

<注意事項> 

１　申込人（委任者）の印は、印鑑登録済の印を使用し、印鑑証明書を添付してください。 

２　委任者が法人代表者で社内代理人の場合でも、委任状は必要です。 
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土　地　売　買　契　約　書　（案） 

 

　売払人　南砺市（以下「売払人」という。）と、買受人　　　　　　　　　　（以下「買受

人」という。）との間において、次の条項により土地売買契約を締結する。 

 

　（目的） 

第１条　売払人は、売払人が所有する末尾記載の土地（以下「売買物件」という。）を買受人

に譲渡する。 

（売買代金） 

第２条　本件土地の売買代金は金５，５８１，０００円とする。 

　（売買代金納付期限等） 

第３条　買受人は、売買代金を売払人の発行する納入通知書により、納入通知書発行日から

起算して４０日以内までに売払人の指定する金融機関に支払わなければならない。 

　（所有権移転及び登記） 

第４条　売買物件の所有権は、買受人が売買代金の支払を完了したときに買受人に移転する。 

２　買受人は、前項の規定により所有権が移転したときは、売払人に対して所有権の 

　移転登記を請求するものとし、売払人は、その請求により速やかに所有権の移転登 

　記を嘱託する。 

３　前項に定める登記手続については、売払人が買受人に、その登記手続に必要な書類一式

を交付することをもって、これに代えることができる。なお、前項又は本項の執行につい

ては、売払人がいずれかを決め、買受人は、それに従わなければならない。 

４　登記手続に要する登録免許税その他の一切の費用は、全て買受人の負担とする。 

　（引渡し） 

第５条　売払人は、買受人に対し、売買代金の支払と引換えに、売買物件を現状有姿のまま

引き渡す。 

２　買受人は、前項の規定による売買物件の引渡しについては、売払人の指示に従わなけれ

ばならない。 

　（危険負担） 

第６条　買受人は、この契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでの間にお 

　いて、売払人の責めに帰することのできない理由により売買物件が滅失し、又は損 

　傷したときは、売払人に対して売買代金の減免を請求することができない。 

　（撤去、改良費用等） 
第７条　売買物件に不要な土砂、砕石、植栽、切株、工作物、地下埋設物、土壌汚染、地盤

沈下及び廃棄物等（以下「廃棄物等」という）があった場合の撤去並びに売買物件の改良

費用（上下水道等の整備費を含む）は買受人の負担とする。 
２　買受人は廃棄物等を発見、あるいは買受人及び第三者に廃棄物等を原因とした損害が生

じても、買受人の責任と費用で対処処理し、売払人に対し売買代金の返還又は減免、若し

くは損害賠償の請求又は契約の解除等をすることができない。 
　（契約不適合責任） 
第８条　買受人は、本契約締結後、引き渡された売買物件が種類、品質又は数量に関して契
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約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買物件の修補、代替物の引渡し又

は不足分の引渡しによる履行の追完の請求、売買代金の減免の請求、損害賠償の請求及び

契約の解除をすることができない。 
　（用途等に関する順守事項） 
第９条　買受人は、売買物件を利用するにあたって、次の各号を順守しなければならない。 
（１）本契約締結の翌日から５年間（以下「指定期日」という。）売買物件を○○○のため

の用途に供すること。 
（２）環境基準法及び建築基準法等の諸法令等に基づき利用し、必要に応じて公害防止施

設を設置すること。 
（３）騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波及び危険物等が発生する又は環境

を汚染する等、周囲に迷惑を及ぼす用途に供しないこと。 
（４）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他

これらに類する営業の用途に供しないこと。 
（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に定める暴力団（以下「暴力団」という）、その他の反社会的団体及びそれらの

構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用途に供しないこと。 
（６）宗教活動又は政治活動の用途に供しないこと。 

　（権利の設定等の禁止） 
第１０条　買受人は、本契約締結の翌日から指定期日満了の日まで、第三者に売買物件に関

する所有権、質権、地上権、賃借権又は使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目

的とする権利の設定又は移転をすることはできない。ただし、次の各号に該当する場合及

びあらかじめ売払人の承認を受けた場合は、この限りでない。 
（１）相続、その他の一般承継により権利が移転する場合 
（２）滞納処分、強制執行、民事執行法（昭和５４年法律第４号）による競売により当該

権利が移転する場合 
（３）土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）その他の法律により収用され、又は使用

される場合 
２　買受人は、指定期日満了の日の翌日以降に売買物件の所有権を第三者に移転する場合に

は、第９条に規定する事項を承継させなければならない。 
（実地調査等） 

第１１条　売払人は、第９条及び第１０条に規定する内容に関し、必要があると認めるとき

は、買受人に対し、実地調査を行い又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める

ことができ、買受人はこれに協力するものとする。 
（違約金） 
第１２条　買受人は、第９条から第１１条に規定する事項に違反したときは、売買代金の１

割を違約金として売払人に支払わなければならない。ただし売買代金が２００万円以下の

場合は、違約金は２０万円とする。なお、かかる違約金は、損害賠償の予定又はその一部

と解釈しない。 
　（契約の解除） 
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第１３条　売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なしに本契約を

解除することができる。 
（１）買受人が本契約に定める義務を履行しないとき。 
（２）買受人のその義務の全部の履行が不能であるとき。 
（３）買受人がその義務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
（４）買受人のその義務の一部の履行が不能である場合又は買受人がその義務の一部の履

行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした

目的を達することができないとき。 
（５）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしな

いでその時期を経過したとき。 
（６）前各号に掲げる場合のほか、買受人がその義務の履行をせず、売払人が本契約をし

た目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
（７）不正な行為により売買物件を買受けたとき。 
（８）役員等（買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその

役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号に

おいて同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 
（９）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
（１０）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 
（１１）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 
（１２）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 
（１３）役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用してい

るとき。 
２　売払人は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより買受人が損害を受け

ることがあっても、その損害を賠償しない。 
３　買受人は、第１項の規定により本契約を解除した場合において、売払人に損害が生じた

ときは、その損害を賠償する。 
　（返還金等） 
第１４条　売払人は、前条に規定する解除権を行使した場合は、買受人が支払った売買代金

を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。 
２　売払人は、本契約を解除した場合において、買受人が負担した契約費用及び売買物件に

支出したその他一切の費用並びに買受人が支払った第１２条に規定する違約金は返還しな

い。 
　（損害賠償） 
第１５条　買受人は、本契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、
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その損害に相当する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。 
（原状回復の義務） 

第１６条　買受人は、売払人が第１３条に規定する解除権を行使したときは、買受人は、自

己の費用と責任において売払人の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しな

ければならない。ただし、売払人が特に原状回復の義務を免除した場合は、この限りでな

い。 
（返還金の相殺） 

第１７条　売払人が、第１３条に規定する解除権の行使により売買代金を返還する場合にお

いて、買受人が売払人に支払うべき金額があるときは、返還金の全部又は一部と相殺する

ことができる。 
（公租公課負担等） 

第１８条　売買物件に係る公租公課その他の賦課金及び負担金は買受人が納付する。 
　（契約等費用） 
第１９条　本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、全て買受人の負担とする。 
２　本契約の履行に関して必要な一切の官公庁等への手続きは、すべて買受人の責任と負担

において行う。 
　（協議） 
第２０条　本契約について疑義が生じた事項、又は本契約に定めのない事項については、必

要に応じて売払人及び買受人が協議のうえ、定める。 

 

 

　上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

 

　令和　　年　　月　　日 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　売払人　　　富山県南砺市荒木１５５０番地 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南砺市長　 田　中　幹　夫　 ㊞ 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　買受人　　　 
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土地の表示 

富山県南砺市 

 
大字 字 地番 登記地目

登記面積 

（単位：㎡）
備考

 遊部 682 番 1 宅地 298 45

 以下余白


